


　

 



ページ番号

日野市教育委員会事務局生涯学習部門の再編に伴い、規則の一部改正を行うも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第４５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について

 - 1 -



 

日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

 

 日野市教育委員会事務局処務規則（平成16年教育委員会規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表教育部の部教育指導課の項及び生涯学習課の項を次のように改める。 

教育指導課 指導係、教職員係、情報活用教育推進係、地域学校支援係 

生涯学習支援課 総務係、公民館係 

第５条の表教育部の部教育指導課の款情報活用教育推進係の項の次に次のように加え

る。 

地域学校支援係 

(１) 学校運営協議会に関すること。 

(２) 地域学校協働活動に関すること。 

(３) 部活動の地域展開・地域連携に関すること。 

第５条の表教育部の部生涯学習課の款を次のように改める。 

生涯学習支援課 

総務係 

(１) 生涯学習の振興に関すること。 

(２) 社会教育委員に関すること。 

(３) 生涯学習に関する総合調整に関すること。 

(４) 公民館その他の社会教育施設の設置及び管理並びに連絡調整に関すること。 

(５) 公民館運営審議会に関すること。 

(６) 学校施設における社会教育振興に関すること。 

(７) 課内の庶務に関すること。 

公民館係 

(１) 公民館活動の企画運営に関すること。 

(２) 青少年教育に関すること。 

(３) 家庭教育に関すること。 

(４) 成人教育に関すること。 
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(５) 高齢者教育に関すること。 

(６) その他社会教育の目的達成に必要なこと。 

   付 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の新旧対照表              ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 略 第１条 略 

（部、課及び係の設置） （部、課及び係の設置） 

第２条 日野市教育委員会事務局（以下「事務局」とい

う。）に次の部、課及び係を置く。 

第２条 日野市教育委員会事務局（以下「事務局」とい

う。）に次の部、課及び係を置く。 

教育部 教育部 

庶務課 庶務係、施設係、業務サポート係 庶務課 庶務係、施設係、業務サポート係 

学務課 学務係、保健給食係 学務課 学務係、保健給食係 

教育指導課 指導係、教職員係、情報活用教育推進係、

地域学校支援係 

教育指導課 指導係、教職員係、情報活用教育推進係  

               

生涯学習支援課 総務係、公民館係 生涯学習課 生涯学習係           

ふるさと文化財課 学芸係、庶務係 ふるさと文化財課 学芸係、庶務係 

発達・教育支援課 発達・教育支援係 発達・教育支援課 発達・教育支援係 

第３条、第４条 略 第３条、第４条 略 

（事務分掌） （事務分掌） 

第５条 事務局の部、課及び係の事務分掌は、次のとおりと

する。 

第５条 事務局の部、課及び係の事務分掌は、次のとおりと

する。 

教育部 教育部 

庶務課 略 庶務課 略 
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学務課 略 学務課 略 

教育指導課 教育指導課 

指導係 指導係 

(1) 教育課程の整備改善の指導に関すること。 (1) 教育課程の整備改善の指導に関すること。 

(2) 学習指導、生活指導その他の学校の教育指導に関

すること。 

(2) 学習指導、生活指導その他の学校の教育指導に関

すること。 

(3) 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関するこ

と。 

(3) 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関するこ

と。 

(4) 都費負担教職員（以下「教職員」という。）の研

修に関すること。 

(4) 都費負担教職員（以下「教職員」という。）の研

修に関すること。 

(5) 学校行事等に関すること。 (5) 学校行事等に関すること。 

(6) 就学指導に関すること。 (6) 就学指導に関すること。 

(7) 学校における学習、生活、進路等の相談に関する

こと。 

(7) 学校における学習、生活、進路等の相談に関する

こと。 

(8) 課内の庶務に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 

教職員係 教職員係 

(1) 教職員の人事に関すること。 (1) 教職員の人事に関すること。 

(2) 教職員の給与等及び服務に関すること。 (2) 教職員の給与等及び服務に関すること。 

(3) 教職員の公務災害補償に関すること。 (3) 教職員の公務災害補償に関すること。 

(4) 教職員団体に関すること。 (4) 教職員団体に関すること。 

情報活用教育推進係 情報活用教育推進係 
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(1) 学校の情報活用教育に関する環境の整備・運用支

援に関すること。 

(1) 学校の情報活用教育に関する環境の整備・運用支

援に関すること。 

(2) 情報活用教育の推進に関すること。 (2) 情報活用教育の推進に関すること。 

(3) 学校図書館の活用と支援に関すること。 (3) 学校図書館の活用と支援に関すること。 

地域学校支援係 地域学校支援係 

(1) 学校運営協議会に関すること。 (1) 学校運営協議会に関すること。 

(2) 地域学校協働活動に関すること。 (2) 地域学校協働活動に関すること。 

(3) 部活動の地域展開・地域連携に関すること。 (3) 部活動の地域展開・地域連携に関すること。 

生涯学習支援課 生涯学習課     

総務係     生涯学習係 

(1) 生涯学習の振興に関すること。 (1) 生涯学習の振興に関すること。 

(2) 社会教育委員に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 

(3) 生涯学習に関する総合調整に関すること。 (3) 生涯学習に関する総合的な計画の策定及び総合調

整に関すること。 

(4) 公民館その他の社会教育施設の設置及び管理並び

に連絡調整に関すること。 

(4) 地域学校協働活動に関すること                 

                     。 

(5) 公民館運営審議会に関すること。 (5) 関係団体の助成及び育成に関すること。 

(6) 学校施設における社会教育振興に関すること。 (6) 学校開放（教室及び体育施設）に関すること。 

(7) 課内の庶務に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 

公民館係 公民館係 

(1) 公民館活動の企画運営に関すること。 (1) 公民館活動の企画運営に関すること。 
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(2) 青少年教育に関すること。 (2) 青少年教育に関すること。 

(3) 家庭教育に関すること。 (3) 家庭教育に関すること。 

(4) 成人教育に関すること。 (4) 成人教育に関すること。 

(5) 高齢者教育に関すること。 (5) 高齢者教育に関すること。 

(6) その他社会教育の目的達成に必要なこと。 (6) その他社会教育の目的達成に必要なこと。 

ふるさと文化財課 略 ふるさと文化財課 略 

発達・教育支援課 略 発達・教育支援課 略 

第６条～第８条 略 第６条～第８条 略 

付 則 付 則 

略 略 
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ページ番号

日野市教育委員会事務局生涯学習部門の再編に伴い、規程の一部改正を行うも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第４６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について
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日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則 

 

日野市教育委員会事務局事務決裁規程（令和３年教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第14条の見出し及び同条中「生涯学習課長」を「生涯学習支援課長」に改める。 

   付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の新旧対照表            ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

第１条～第13条 略 第１条～第13条 略 

（生涯学習支援課長の専決事項） （生涯学習課長    の専決事項） 

第14条 生涯学習支援課長は、次に掲げる事項を専決するこ

とができる。 

第14条 生涯学習課長    は、次に掲げる事項を専決するこ

とができる。 

(1)、(2) 略 (1)、(2) 略 

第15条～第21条 略 第15条～第21条 略 

付 則 付 則 

略 略 

別表 略 別表 略 
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ページ番号

日野市教育委員会事務局生涯学習部門の再編に伴い、規程の一部改正を行うも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第４７号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改
正する規則の制定について
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日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の

一部を改正する規則 

 

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成２１年教育委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「日野市職員の勤務時間、休日、休憩等に関する規程（平成８年訓令第

１号）に定めるものとする」を「日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平

成21年訓令第４号）に定めるところによる」に改める。 

別表公民館の項を削る。 

   付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規則の新旧対照表 ＿は、改正部分を示

す。 
新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 略 第１条 略 

（勤務時間、休憩時間等） （勤務時間、休憩時間等） 

第２条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるもの

を除き日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

（平成21年訓令第４号）に定めるところによる。 

第２条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるもの

を除き日野市職員の勤務時間、休日、休憩等に関する規程

（平成８年訓令第１号）に定めるものとする  。 

２ 略 ２ 略 

付 則 付 則 

略 略 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

所属 種別 勤務時間 休憩時間 週休日 

日野市立学

校設置条例

（昭和39年

条例第20

号）に定め

る学校 

日野市立

学校設置

条例に定

める学校

に勤務す

る職員 

その割振りは所属

長が定める。 

60分と

し、その

時限は所

属長が定

める。 

日曜日及

び土曜日

（幼稚園

に勤務す

る職員に

あつては

日曜日及

所属 種別 勤務時間 休憩時間 週休日 

日野市立学

校設置条例

（昭和39年

条例第20

号）に定め

る学校 

日野市立

学校設置

条例に定

める学校

に勤務す

る職員 

その割振りは所属

長が定める。 

60分と

し、その

時限は所

属長が定

める。 

日曜日及

び土曜日

（幼稚園

に勤務す

る職員に

あつては

日曜日及
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び指定週

休日） 

公民館 公民館に

勤務する

職員 

午前８時30分から

午後５時15分まで

の間において、そ

の割振りは教育長

が定める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

月曜日及

び指定週

休日 

郷土資料館 郷土資料

館に勤務

する職員 

午前８時30分から

午後５時15分まで

の間において、そ

の割振りは教育長

が定める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

月曜日及

び指定週

休日 

図書館 図書館に

勤務する

職員 

午前８時30分から

午後７時までの間

において、その割

振りは教育長が定

める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

教育長が

別に定め

る日 

発達・教育

支援課 

発達・教

育支援課

に勤務す

る職員 

午前８時30分から

午後６時までの間

において、その割

振りは教育長が定

める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

日曜日及

び土曜日 

 

び指定週

休日） 

公民館 公民館に

勤務する

職員 

午前８時30分から

午後５時15分まで

の間において、そ

の割振りは教育長

が定める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

月曜日及

び指定週

休日 

郷土資料館 郷土資料

館に勤務

する職員 

午前８時30分から

午後５時15分まで

の間において、そ

の割振りは教育長

が定める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

月曜日及

び指定週

休日 

図書館 図書館に

勤務する

職員 

午前８時30分から

午後７時までの間

において、その割

振りは教育長が定

める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

教育長が

別に定め

る日 

発達・教育

支援課 

発達・教

育支援課

に勤務す

る職員 

午前８時30分から

午後６時までの間

において、その割

振りは教育長が定

める。 

60分と

し、その

時限は教

育長が定

める。 

日曜日及

び土曜日 

 

この表において指定週休日とは、土曜日相当日とする。 この表において指定週休日とは、土曜日相当日とする。 
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ページ番号

日野市教育委員会事務局生涯学習部門の再編に伴い、規則の一部改正を行うも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第４８号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野市公民館運営規則の一部を改正する規則の制定について
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日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市公民館運営規則の一部を改正する規則 

 

日野市公民館運営規則（昭和４１年教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の見出し中「係の設置及び」を削り、同条中「に次の係を置き、係」を削り、同

条の表を次のように改める。 

(１) 公印、職印の管理に関すること。 

(２) 施設の維持管理に関すること。 

(３) 物品の保管及び受払いに関すること。 

(４) 施設の利用に関すること。 

(５) 運営状況に関する評価等に関すること。 

(６) 公民館活動の企画運営に関すること。 

(７) 成人教育関係事業行事の実施に関すること。 

(８) 青少年教育関係事業行事の実施に関すること。 

(９) 高齢者教育関係事業行事の実施に関すること。 

(10) 芸術文化関係事業行事の実施に関すること。 

(11) 体育、レクリエーシヨン等の事業行事の実施に関すること。 

(12) その他各種講座講習会展示会等の開催に関すること。 

(13) 公民館関係資料の収集、保存及び作成に関すること。 

(14) 公民館活動の調査研究に関すること。 

(15) その他公民館の目的達成に必要なこと。 

第５条を次のように改める。 

（主査等の任務） 

第５条 公民館に副主幹及び主査、係に主査を置くことができる。 

２ 副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。 

３ 公民館に主任長及び主任を置くことができる。 

４ 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。 
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５ 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。 

６ 公民館に業務主任長及び業務主任を置くことができる。 

７ 業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に努めなければならない。 

８ 業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に努めなければならない。 

第８条から第13条までを削る。 

第14条中「定められた」を「定める」に、「これを」を「別に」に改め、同条を第８条

とする。 

   付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市公民館運営規則の一部を改正する規則の新旧対照表                   ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 略 第１条 略 

（            事務分掌） （係の設置及び事務分掌） 

第２条 公民館                  の事務分掌は、次のとお

りとする。 

第２条 公民館に次の係を置き、係の事務分掌は、次のとお

りとする。 

（１） 公印、職印の管理に関すること。 管理係 

（２） 施設の維持管理に関すること。 （１) 歳入歳出予算及び経理に関すること。 

（３） 物品の保管及び受払いに関すること。 （２) 文書の収発及び整理保管に関すること。 

（４） 施設の利用に関すること。 （３） 公印、職印の管理に関すること。 

（５） 運営状況に関する評価等に関すること。 （４） 施設の維持管理に関すること。 

（６） 公民館活動の企画運営に関すること。 （５） 物品の保管及び受払いに関すること。 

（７） 成人教育関係事業行事の実施に関すること。 （６) 主務官公庁及び関係機関との連絡に関するこ

と。 

（８） 青少年教育関係事業行事の実施に関すること。 （７) 職員の服務厚生に関すること。 

（９） 高齢者教育関係事業行事の実施に関すること。 （８） 施設の利用に関すること。 

（10） 芸術文化関係事業行事の実施に関すること。 （９） 運営状況に関する評価等に関すること。 

（11） 体育、レクリエーシヨン等の事業行事の実施に関

すること。 

(10) その他、他係に属さないこと。 

（12） その他各種講座講習会展示会等の開催に関するこ 事業係 
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と。 

（13） 公民館関係資料の収集、保存及び作成に関するこ

と。 

（１） 公民館活動の企画運営に関すること。 

（14） 公民館活動の調査研究に関すること。 （２） 成人教育関係事業行事の実施に関すること。 

（15） その他公民館の目的達成に必要なこと。 （３） 青少年教育関係事業行事の実施に関すること。 

 （４） 高齢者教育関係事業行事の実施に関すること。 

 （５） 芸術文化関係事業行事の実施に関すること。 

 （６） 体育、レクリエーシヨン等の事業行事の実施に

関すること。 

 （７） その他各種講座講習会展示会等の開催に関する

こと。 

 （８） 公民館関係資料の収集、保存及び作成に関する

こと。 

 （９） 公民館活動の調査研究に関すること。 

 （10） その他公民館の目的達成に必要なこと。 

第３条、第４条 略 第３条、第４条 略 

（        主査等の任務） （係長及び主査等の任務） 

第５条                                               

                                   

第５条 係に係長を置く。係長は上司の命を受け、分掌事務

をつかさどり、所属職員を指揮する。 

１ 公民館に副主幹及び主査、係に主査を置くことができ

る。 

２ 公民館に副主幹及び主査、係に主査を置くことができ

る。 
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２ 副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理す

る。 

副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理す

る。 

３ 公民館に主任長及び主任を置くことができる。 ３ 係に主任長及び主任を置くことができる。 

４ 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必

要とする事務を処理する。 

主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要

とする事務を処理する。 

５ 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とす

る事務を処理する。 

主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする

事務を処理する。 

６ 公民館に業務主任長及び業務主任を置くことができる。 ４ 係に業務主任長及び業務主任を置くことができる。 

７ 業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行

に努めなければならない。 

業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に

努めなければならない。 

８ 業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に

努めなければならない。 

業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に努

めなければならない。 

第６条、第７条 略 第６条、第７条 略 

（営業実施のてん末） 

第８条 館長は、年度計画の実施状況については、毎年度

末、教育委員会及び公民館運営審議会に報告しなければな

らない。 

（営業実施のてん末） 

第８条 館長は、年度計画の実施状況については、毎年度

末、教育委員会及び公民館運営審議会に報告しなければな

らない。 

（公印の管理） 

第９条 館印及び職印は、すべて館長又は館長の指定する職

員が管理するものとする。 

（公印の管理） 

第９条 館印及び職印は、すべて館長又は館長の指定する職

員が管理するものとする。 

（文書の保管） 

第10条 文書は、すべて館長又は館長の指定する職員が保管

（文書の保管） 

第10条 文書は、すべて館長又は館長の指定する職員が保管
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するものとする。 するものとする。 

（備品の保管） 

第11条 公民館の備品は、すべて館長又は館長の指定する職

員が保管し、管理台帳を備え付け、常に設備及び備品の整

理に努めるものとする。 

（備品の保管） 

第11条 公民館の備品は、すべて館長又は館長の指定する職

員が保管し、管理台帳を備え付け、常に設備及び備品の整

理に努めるものとする。 

（備品の処分） 

第12条 備品中破棄するものが生じた場合は、日野市物品管

理規則（平成19年規則第32号）を準用し、処分するものと

する。 

（備品の処分） 

第12条 備品中破棄するものが生じた場合は、日野市物品管

理規則（平成19年規則第32号）を準用し、処分するものと

する。 

（会計及び経費） 

第13条 公民館の会計及び経費は、年度事業計画に基づき、

予算を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

（会計及び経費） 

第13条 公民館の会計及び経費は、年度事業計画に基づき、

予算を作成し、教育委員会に提出するものとする。 

（教育長への委任） （教育長への委任） 

第８条 この規則に定める    もののほか、必要な事項は、

教育長が別に  定める。 

第14条 この規則に定められたもののほか、必要な事項は、

教育長がこれを定める。 

付 則  略 付 則  略 
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ページ番号

日野市教育委員会事務局生涯学習部門の再編に伴い、規則の一部改正を行うも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第４９号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則の制定について
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日野市教育委員会規則第    号 

 

日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則 

 

日野市公民館運営審議会規則（昭和４１年教育委員会規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

第５条中「公民館」を「教育部生涯学習支援課」に改める。 

   付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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日野市公民館運営審議会規則の一部を改正する規則の新旧対照表                ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略 

第５条 審議会の庶務は、教育部生涯学習支援課において処

理する。 

第５条 審議会の庶務は、公民館           において処

理する。 

第６条 略 第６条 略 

付 則 付 則 

略 略 
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ページ番号

校長及び副校長の異動について、東京都教育委員会に内申するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第５０号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

教育管理職の異動（内申）について
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非公開

 - 30 -



　

非公開

 - 31 -



　

非公開
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非公開
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ページ番号

スポーツ庁・文化庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関す
る総合的なガイドライン（令和４年１２月）」及び東京都「学校部活動及び地
域クラブ活動に関する総合的なガイドライン（令和５年３月）」に基づき、令
和５年７月に策定した日野市における部活動に関する方針を改訂するもので
す。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第５１号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

「日野市における部活動に関する方針」の改訂について
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【休養日】

１　週当たり３日以上の休養日を設け、週４日以内の活動を原則とする。（平日は少なくとも２日、週休日は少なくとも

　　1日を休養日とし、休養日が確保できなかった場合は、他の日に振り替える。）ただし、学校の実態に応じて、一部

　　の部活動に移行期間を設けることは差支えない。

２　長期休業中の休養日の設定についても「1」に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養が取れることができるとと

　　もに、部活動以外にも多様な活動ができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。

【活動時間・設置】

１　1日の活動時間は、原則として、学期中の平日では2時間以内、週休日（祝日等を含む）及び長期休業中は3時間以内

　　とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

２　学校は、原則、部活動の新設・増設を行わない。

　本方針は、スポーツ庁と文化庁が示す「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」「文化部活動に関する総合的な

ガイドライン」に基づき、生徒にとって望ましい部活動の実施環境を構築するという観点に立ち、部活動が以下の観点を重視し

て、地域、学校、種目、分野、活動目的等に応じ多様な形で最適に実施されることを目指す。

　

〇知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」の意義を踏まえ、

　ア）生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライ

　　　フを実現するための資質・能力の育成を図るとともに、バランスの取れた心身の成長と学校生活を送ることができるよう

　　　にすること。

　イ）生涯にわたって学び、芸術文化等の活動に親しみ、多様な表現や鑑賞の活動を通して、豊かな心や創造性の涵養を目指し

　　　た教育の充実に努めるとともに、バランスの取れた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること。

〇学校全体として運動部活動・文化部活動の指導・運営に係る体制を構築する。

  

○教育委員会と学校は、希望する全て

の子供たちが文化・スポーツ活動に親

しみ、ともに高め合い、人生の基盤と

なるような貴重な体験を積み重ねる日

野市型文化・スポーツ活動の環境を構

築する。

○教育委員会と校長は、学校や地域の

実態に応じて、地域の文化・スポーツ

団体等との連携、保護者の理解と協

力、民間事業者の活用等による、学校

と地域が共に子供を育てるという視点

に立った、学校と地域が協議・融合し

た形での地域における持続可能な文

化・スポーツ活動の環境整備を進め

る。

○学校は、部活動指導員・外部指導員

を効果的に活用する。

○指導者は、生徒との対話を通じて、

教え込みの指導から生徒が自ら考え、

自ら生み出す活動へ転換し、保護者と

も共有していく。

○学校と指導者は、事故防止及び暴

力・暴言・ハラスメントの根絶を徹底

する。

○指導者は、勝利至上主義に陥らず、

生徒の人格や人権を尊重し、生徒の意

思や成長を最優先に考える。

○指導者は、国及び東京都の部活動ガ

イドラインを踏まえるとともに、部活

動用指導手引きを活用した適切な指導

を実施する。

○学校は「日野市における部活動に関

する方針」を踏まえ、毎年度「部活動

の在り方に関わる方針」を策定し、生

徒・保護者と共有していく。（学校

Webページにも掲載する）

　

○学校は、各部の年間計画（活動日、

休養日及び参加予定大会日程等）並び

に毎月の活動計画及び活動実績（活動

日時・場所・休養日及び大会参加日・

行事等の参加日程等）を作成する。

○学校は、学校単位で参加する大会や

地域の行事、催し物等への参加につい

て、休養日を確実に確保できるよう実

態に応じて大会等の参加を削減する。

趣 旨

適切な運営 適切な指導 活動機会の創出

令和７年２月改定

日野市における部活動に関する方針

日野市教育委員会
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ページ番号

委員の任命について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。その
ため教育長専決により任命を行いましたので、報告し承認を求めるものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第５２号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野第三小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について
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 日野市立日野第三小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立日野第三小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 阿
あ

部
べ

 朋
とも

加
か

  
ＰＴＡ副会長 

（保護者） 
１ 

２ 菅
すが

原
わら

 眞
ま

弓
ゆみ

  
明星大学客員教授 

（学識経験者） 
１ 

任 期： 自 令和 ７年（２０２５年）２月 １日 

至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

 

 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8 条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

(任期) 

第 10 条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 
2 第８条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
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ページ番号

議案第５３号

日野市におけるコミュニティ・スクール推進に関する基本方針を策定するもの
です。

コミュニティ・スクール推進に関する基本方針について

上記議案を別紙のとおり提出する。

令和７年２月１３日  提出

日野市教育委員会

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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ページ番号

教育委員会職員に対する地方公務員法第２８条第２項第１号による分限休職の
発令について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教
育長専決により分限休職の発令を行いましたので、報告し承認を求めるもので
す。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》

議案第５４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和７年２月１３日  提出

教育委員会職員の分限休職の専決処分について
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非公開

 - 42 -



  

 

請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第６－１２号 

受 付 

年月日 
令和７年１月９日 

件 名 

都教委でいじめ問題を担当する指導担当部長が、違法な減給処分１件取消を

勝ち取った”君が代”不起立教員に対し、約８年も遡り 20年 12月 25日、戒

告の再処分２件を出し直したいじめの非違行為につき、猛省するよう求める

意見書を、出して頂きたい等の請願 ～教員や生徒の人権を守るために 

請願者 

住 所 

氏 名 

 

- 43 -



- 44 -



- 45 -



　

 - 46 -



ページ番号

教育長　堀川　拓郎

報告事項第２７号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年２月１３日  提出

行政情報の公開請求
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ １月９日 １月２４日 

①2024 年 1 月 10 日の校長会、1 月

25日の副校長会で配布した 2023年

12 月 4 日付 堀川 拓郎氏発出の

入卒式に置ける国旗・国歌指導通知

（日教指第 1145 号）にある都教委

の2023年12月1日付5教指企第673

号の全文（鑑文や添付資料も） 

 

②2024年 12月 5日の（副）校長会

で配布した 2024年 12月 3日付堀川 

拓郎氏発出の入卒式における国

旗・国歌指導通知（日教指第 1078

号）にある都教委の 2024年 12月 2

日付 6教指企 823号の全文（鑑文や

添付資料も） 

 

③2023 年 5 月 12 日の「5 月定例校

長会次第」から 2024年 12月 5日の

「12月定例（副）校長会次第」まで

開示頂いた間の指導系連絡事項は

【主幹】即ち坪田氏は記述がある。

しかし記述のない【参事＝長崎 将

幸氏】、【教育センター】、【（統括）

指導主事】は空白なので、赤い＿線

の 4者の連絡事項のうち、卒入式と

周年行事の国旗・国歌と道徳教育・

主権者教育についての具体的な連

絡事項（質疑応答があればその内容

も）の分かる文書（PCや USBメモリ

ーに入っているもの、読み上げ原稿

を含む）。なお、2023年 5月 26日、

7 月 26 日、11 月 21 日、2024 年 2

月 1日、2月 22日の次第にあるオン

ライン会議も含む（オンラインは主

幹も含めて）。 

 

全部公開および

部分公開および

不存在 
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④都教委・日野市教委・日野市立小

中の間で 2023年 4月 1日～2025年

1月 9日に主権者教育についてやり

取りした文書（文科省の『私たち・

と未来』の副読本の本体は対象外と

する） 

 

⑤2024 年 11 月 5 日の「R5 年 11 月

定例校長会」次第の「6 その他」に

あるスクールロイヤー説明会で配

布・説明した全文書（事前、事後の

メールを含む配布も開示下さい） 
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